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○ 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

昭 和 48年 ３ 月 28日  

規 則 第 ７ 号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は ，宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例（ 昭 和 48年 条 例 第 11

号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 11条 の 規 定 に 基 づ き ， 条 例 の 施 行 に 関 し 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 条 例 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 ）  

第 １ 条 の ２  条 例 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 者 は ，次 の と お り と

す る 。  

(1) 配 偶 者 の 生 死 が 明 ら か で な い 者  

(2) 配 偶 者 か ら 遺 棄 さ れ て い る 者 で ， そ の 期 間 が 児 童 出 生 後 引 き 続 き １

年 以 上 で あ る も の  

(3) 配 偶 者 が 精 神 又 は 身 体 の 障 害 に よ り 長 期 に わ た つ て 労 働 能 力 を 失 つ

て い る 者 で ， そ の 状 態 が 児 童 扶 養 手 当 法 施 行 令 （ 昭 和 36年 政 令 第 405号 ）

別 表 第 ２ に 定 め る 程 度 で あ る も の  

(4) 配 偶 者 が 法 令 に よ り 拘 禁 さ れ て い る た め そ の 扶 養 を 受 け る こ と が で

き な い 者 で ， 拘 禁 の 期 間 が 児 童 出 生 後 引 き 続 き １ 年 以 上 で あ る も の  

(5) 婚 姻 に よ ら な い で 父 又 は 母 と な つ た 者 で ， 現 に 婚 姻 を し て い な い も

の  

（ 平 ８ 規 則 ４ ・ 追 加 ， 平 10規 則 45― ２ ・ 平 18規 則 12・ 一 部 改 正 ）  

（ 受 給 資 格 者 証 の 交 付 申 請 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ３ 条 に 規 定 す る 医 療 費 の 助 成 を 受 け よ う と す る 者 は ，同 条 に

定 め る 医 療 費 の 種 類 に 従 い ，そ の 受 給 資 格 者 証 の 交 付 申 請 書 を 市 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 ３ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 の 助 成 を 受 け よ う

と す る 者 は ， 前 項 の 申 請 書 の ほ か ， 次 の 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

(1) 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 者 に あ つ て は ， 身 体 障 害 者 福 祉

法（ 昭 和 24年 法 律 第 283号 ）第 15条 に 規 定 す る 身 体 障 害 者 手 帳（ 以 下「 身

体 障 害 者 手 帳 」 と い う 。 ） 又 は 医 師 の 診 断 書  

(2) 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 者 に あ つ て は ， 療 育 手 帳 制 度 要

綱（ 昭 和 48年 厚 生 省 発 自 第 156号 厚 生 事 務 次 官 通 知 ）に 規 定 す る 療 育 手 帳

（ 以 下 「 療 育 手 帳 」 と い う 。 ） 又 は 児 童 相 談 所 等 の 診 断 書  
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(3)  条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 者 に あ つ て は ， 療 育 手 帳 又 は 身

体 障 害 者 手 帳 若 し く は 医 師 の 診 断 書 及 び 児 童 相 談 所 等 の 診 断 書  

(4) 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 施 行

令 （ 平 成 18年 政 令 第 10号 ） 第 35条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る 者 又 は そ れ に

相 当 す る 者（ 以 下「 市 町 村 民 税 世 帯 非 課 税 者 等 」と い う 。）に あ つ て は ，

そ の 事 実 を 証 す る 書 類  

３  市 長 は ，前 項 第 ４ 号 の 書 類 に つ い て ，当 該 書 類 に よ り 証 明 す べ き 事 実 を

公 簿 等 に よ つ て 確 認 す る こ と が で き る と き は ，当 該 書 類 を 省 略 す る こ と が

で き る 。  

４  条 例 第 ３ 条 第 ４ 号 に 規 定 す る ひ と り 親 家 庭 医 療 費 の 助 成 を 受 け よ う と

す る 者 は ， 第 １ 項 の 申 請 書 の ほ か ， 次 の 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

(1) 児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 36年 法 律 第 238号 ） 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る

公 的 年 金 各 法 に よ る 遺 族 年 金 ， 老 齢 年 金 等 の 公 的 年 金 又 は 同 法 に よ る 児

童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 は ， 年 金 証 書 又 は 手 当 証 書  

(2) 前 号 に 定 め る 公 的 年 金 又 は 児 童 扶 養 手 当 の 未 受 給 者 に あ つ て は ， 助

成 対 象 者 の 戸 籍 の 謄 本 又 は 抄 本 及 び 次 の ア か ら ウ に 掲 げ る 書 類  

ア  第 １ 条 の ２ 第 ３ 号 に 該 当 す る 者 に あ つ て は ， 身 体 障 害 者 手 帳 ， 療 育

手 帳 又 は 医 師 の 診 断 書  

イ  第 １ 条 の ２ 第 ４ 号 に 該 当 す る 者 に あ つ て は ， 拘 禁 の 事 実 を 証 明 す る

官 公 署 の 書 類  

ウ  ア 及 び イ に 規 定 す る 者 以 外 の 者 に あ つ て は ， 民 生 委 員 の 証 明 書  

(3) 扶 養 者 ， 扶 養 義 務 者 又 は 扶 養 者 の 配 偶 者 が そ の 年 （ １ 月 か ら ６ 月 ま

で の 間 に 申 請 す る 場 合 に お い て は ， 前 年 ） の １ 月 １ 日 に お い て 市 内 に 住

所 を 有 し な か つ た と き は ， そ の 者 の 前 住 所 地 の 市 町 村 長 の 前 年 （ １ 月 か

ら ６ 月 ま で の 間 に 申 請 す る 場 合 に お い て は ， 前 前 年 ） の 所 得 額 の 証 明 書  

（ 昭 51規 則 14・ 昭 51規 則 76・ 昭 52規 則 12・ 昭 57規 則 ９ ・ 昭 58規 則 ２ ・

平 ８ 規 則 ４ ・ 平 19規 則 36・ 平 20規 則 33・ 平 25規 則 11・ 一 部 改 正 ）  

（ 受 給 資 格 者 証 の 交 付 ）  

第 ３ 条  市 長 は ，前 条 の 規 定 に よ り 申 請 書 を 提 出 し た 者 が 条 例 第 ４ 条 か ら 第

７ 条 ま で の 規 定 に 該 当 す る と き は ， 受 給 資 格 者 証 を 交 付 す る 。  

（ 昭 51規 則 76・ 全 改 ，昭 58規 則 ２・ 平 18規 則 12・ 平 20規 則 33・ 一 部 改

正 ）  

（ 受 給 資 格 者 証 の 有 効 期 間 ）  
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第 ３ 条 の ２  受 給 資 格 者 証 の 有 効 期 間 は ，受 給 資 格 要 件 を 満 た す こ と と な つ

た 日 の 属 す る 月 の 初 日 （ 条 例 第 ５ 条 の 受 給 資 格 者 証 に つ い て は ， 受 給 資 格

要 件 を 満 た す こ と と な つ た 日 ）か ら 受 給 資 格 要 件 を 欠 く に 至 つ た 日 の 属 す

る 月 の 末 日 ま で と す る 。 た だ し ， 条 例 第 ５ 条 の 受 給 資 格 者 証 に つ い て は 助

成 対 象 者 の 対 象 の 子 ど も の ６ 歳 到 達 日 以 後 最 初 の ３ 月 31日 及 び 12歳 到 達

日 以 後 最 初 の ３ 月 31日 を も つ て ，条 例 第 ７ 条 の 受 給 資 格 者 証 に つ い て は 毎

年 ８ 月 １ 日 を も つ て 更 新 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ，条 例 第 ４ 条 ，第 ６ 条 又 は 第 ７ 条 の 受 給 資 格 者

証 に つ い て ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は ， 当 該 各 号 に 定 め る

日 を 有 効 期 間 の 始 期 と す る 。  

(1) 本 市 に 転 入 し た 日 （ 以 下 「 転 入 日 」 と い う 。 ） の 属 す る 月 中 に 受 給

資 格 要 件 を 満 た す こ と と な つ た 場 合  転 入 日  

(2) 転 入 日 の 属 す る 月 の 翌 月 に 受 給 資 格 要 件 を 満 た す こ と と な り ， 当 該

受 給 資 格 要 件 を 満 た す こ と と な つ た 日 が 転 入 日 か ら 起 算 し て 15日 以 内 で

あ る 場 合  転 入 日  

(3) 本 市 の 区 域 内 に 住 所 を 有 し ， か つ ， 栃 木 県 内 の 他 の 市 又 は 町 の 受 給

資 格 者 証 の 交 付 を 受 け た 者 が ， 新 た に 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 57年 法 律 第 80号 ） に 規 定 す る 後 期 高 齢 者 医 療 の 被 保 険 者 と な つ た

こ と に よ り ， 当 該 被 保 険 者 と な つ た 日 の 属 す る 月 中 に 受 給 資 格 要 件 を 満

た す こ と と な つ た 場 合  当 該 被 保 険 者 と な つ た 日  

（ 平 20規 則 33・ 全 改 ， 平 20規 則 40・ 平 28規 則 12・ 一 部 改 正 ）  

（ 受 給 資 格 者 証 の 更 新 ）  

第 ３ 条 の ３  市 長 は ，条 例 第 ５ 条 に 規 定 す る こ ど も 医 療 費 の 助 成 対 象 者 の 対

象 の 子 ど も が ６ 歳 到 達 日 以 後 最 初 の ３ 月 31日 又 は 12歳 到 達 日 以 後 最 初 の

３ 月 31日 に 至 つ た と き は ， 当 該 助 成 対 象 者 に ， 新 た な こ ど も 医 療 費 受 給 資

格 者 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  条 例 第 ７ 条 に 規 定 す る ひ と り 親 家 庭 医 療 費 受 給 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け

て い る 扶 養 者 は ， 毎 年 ７ 月 １ 日 か ら 同 月 31日 ま で の 間 に ， 更 新 申 請 書 を 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は ，前 項 の 規 定 に よ り 更 新 申 請 書 を 提 出 し た 者 が ，更 新 前 に 引 き 続

き 条 例 第 ７ 条 の 規 定 に 該 当 す る と き は ， 当 該 申 請 者 に ， ひ と り 親 家 庭 医 療

費 受 給 資 格 者 証 を 交 付 す る も の と す る 。  
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４  受 給 資 格 者 証 を 破 損 し ，又 は 亡 失 し た と き は ，再 交 付 申 請 書 を 市 長 に 提

出 し ， 再 交 付 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 昭 51規 則 76・ 追 加 ，昭 53規 則 12・ 昭 58規 則 ２・ 昭 61規 則 53・ 平 ８ 規

則 ４ ・ 平 20規 則 33・ 平 20規 則 40・ 平 28規 則 12・ 一 部 改 正 ）  

（ 受 給 資 格 者 証 の 提 示 ）  

第 ４ 条  第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 受 給 資 格 者 証 の 交 付 を 受 け た 者 （ 以 下

「 受 給 資 格 者 」 と い う 。 ） が 医 療 を 受 け る と き （ こ ど も 医 療 に つ い て は そ

の 保 護 す る 子 ど も に つ い て ，ひ と り 親 家 庭 医 療 に つ い て は 自 己 又 は そ の 扶

養 す る 児 童 に つ い て 医 療 を 受 け る と き ） は ， 医 療 機 関 等 に 受 給 資 格 者 証 を

提 示 す る も の と す る 。  

（ 昭 51規 則 14・ 昭 51規 則 76・ 平 ８ 規 則 ４ ・ 平 18規 則 12・ 平 20規 則 33・

一 部 改 正 ）  

（ 申 請 者 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ９ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 市 長 が 定 め る 者 は ，助 成 対

象 者 の 配 偶 者 ， 子 ， 孫 及 び 兄 弟 姉 妹 で そ の 者 と 生 計 を 同 じ く し て い た も の

又 は 現 に 扶 養 し て し た も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て ， 当 該 申 請 者 と な る

べ き 者 の 順 位 は ， 前 段 の 規 定 の 順 序 に よ る 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て ，申 請 者 と な る べ き 同 順 位 者 が ２ 人 以 上 あ る と き は ，

そ の １ 人 の し た 申 請 は ， 全 員 の た め そ の 全 額 に つ き し た も の と み な し ， そ

の １ 人 に 対 し て い た 支 給 は ， 全 員 に 対 し て し た も の と み な す 。  

（ 助 成 の 申 請 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 助 成 の 申 請 は ，助 成 申 請 書 に ，次 に 掲 げ る

書 類 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 受 給 資 格 者 証  

(2) 被 保 険 者 証  

(3) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 の 申 請 は ， 月 を 単 位 と し て 行 う も の と す る 。  

（ 昭 51規 則 14・ 全 改 ， 昭 51規 則 76・ 昭 58規 則 ２ ・ 昭 62規 則 ７ ・ 平 20

規 則 33・ 一 部 改 正 ）  

（ 助 成 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ，前 条 第 １ 項 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は ，そ の 内 容 を 審 査 し ，

当 該 申 請 に 係 る 助 成 の 額 を 決 定 し ，助 成 決 定 通 知 書 に よ り 当 該 申 請 人 に 通

知 す る も の と す る 。  
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（ 昭 51規 則 14・ 昭 58規 則 ２ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 届 出 事 項 ）  

第 ８ 条  受 給 資 格 者（ こ ど も 医 療 及 び ひ と り 親 家 庭 医 療 に つ い て は ，自 己 又

は そ の 保 護 す る 子 ど も 若 し く は そ の 扶 養 す る 児 童 ） は ， 住 所 の 変 更 又 は 加

入 保 険 に 変 更 が あ つ た と き は ，受 給 資 格 者 内 容 等 変 更 届 に 受 給 資 格 者 証 を

添 え て 速 や か に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 ６ 条 に 規 定 す る 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 の 受 給 資 格 者 は ，第 ２ 条 第

２ 項 の 申 請 に 係 る 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は ，受 給 資 格 者 証 及 び 被 保 険 者

証 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て ，市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

３  条 例 第 ７ 条 に 規 定 す る ひ と り 親 家 庭 医 療 費 の 受 給 資 格 者 は ，次 の 各 号 に

掲 げ る 事 実 が 生 じ た と き は ，速 や か に そ の 事 実 が あ つ た 旨 を 市 長 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。  

(1) 助 成 対 象 者 が ， 出 生 又 は 死 亡 し た と き 。  

(2) 助 成 対 象 者 が ， 受 給 資 格 者 の 扶 養 又 は 養 育 を 受 け な く な つ た と き 。  

（ 昭 51規 則 76・ 昭 52規 則 ９ ・ 昭 53規 則 12・ 昭 58規 則 ２ ・ 平 ６ 規 則 ５ ・

平 ８ 規 則 ４・ 平 18規 則 12・ 平 19規 則 36・ 平 20規 則 33・ 平 24規 則 24・ 一

部 改 正 ）  

（ 受 給 資 格 者 証 の 返 還 ）  

第 ９ 条  受 給 資 格 者 が ，そ の 資 格 を 喪 失 し た と き 又 は 受 給 資 格 者 証 の 有 効 期

間 が 満 了 し た と き は ，速 や か に 受 給 資 格 者 証 を 市 長 に 返 還 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 昭 51規 則 14・ 昭 51規 則 76・ 昭 58規 則 ２ ・ 平 20規 則 33・ 一 部 改 正 ）  

（ 様 式 ）  

第 10条  こ の 規 則 に 規 定 す る 申 請 書 ， 届 出 書 等 の 様 式 は ， 別 に 定 め る 。  

（ 昭 58規 則 ２ ・ 追 加 ）  

（ 補 則 ）  

第 11条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 別 に 定 め る 。  

（ 昭 58規 則 ２ ・ 追 加 ）  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 昭 和 48年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 旧 規 則 の 廃 止 ）  
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２  次 の 規 則 （ 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） は ， 廃 止 す る 。  

(1) 宇 都 宮 市 老 人 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 46年 規 則 第 67

号 ）  

(2) 宇 都 宮 市 乳 児 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 47年 規 則 第 ８

号 ）  

（ 旧 規 則 に よ る 受 給 資 格 者 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 旧 規 則 の 規 定 に よ る 受 給 資 格 者 に つ い て は ，第

２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， こ の 規 則 の 規 定 に よ る 受 給 資 格 者 と み な す 。  

附  則 （ 昭 和 49年 ８ 月 27日 規 則 第 73号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 し ， 昭 和 49年 ７ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 昭 和 51年 ３ 月 26日 規 則 第 14号 ）  

こ の 規 則 は ， 昭 和 51年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 51年 10月 １ 日 規 則 第 76号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 し ， 老 人 医 療 費 に 係 る 改 定 規 定 は ， 昭 和 51

年 ７ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 昭 和 52年 ３ 月 23日 規 則 第 ９ 号 ）  

こ の 規 則 は ， 昭 和 52年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 53年 ３ 月 23日 規 則 第 12号 ）  

こ の 規 則 は ， 昭 和 53年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 57年 ３ 月 24日 規 則 第 ９ 号 ）  

こ の 規 則 は ， 昭 和 57年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 57年 10月 １ 日 規 則 第 44号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 58年 １ 月 31日 規 則 第 ２ 号 ）  

こ の 規 則 は ， 昭 和 58年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 昭 和 61年 11月 28日 規 則 第 53号 ）  

１  こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る 母 子 家 庭 医 療 費 受 給 資 格 者 証

に は ，改 正 後 の 第 ３ 条 の ２ の 規 定 に よ る 有 効 期 限 が 付 さ れ て い る も の と み

な す 。  

附  則 （ 昭 和 62年 ３ 月 20日 規 則 第 ７ 号 ）  

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 23日 規 則 第 ５ 号 ）  
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こ の 規 則 は ， 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ８ 年 ３ 月 22日 規 則 第 ４ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 ８ 年 条 例 第  号 ） に よ る 改 正 前 の 宇 都 宮

市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 の 乳 児 医 療

費 受 給 資 格 者 証 は 改 正 後 の 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条

例 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 の 乳 幼 児 医 療 費 受 給 資 格 者 証 と ， 旧 条 例 第 ７ 条 の ２

第 １ 項 の 母 子 家 庭 医 療 費 受 給 資 格 者 証 は 新 条 例 第 ７ 条 第 １ 項 の ひ と り 親

家 庭 医 療 費 受 給 資 格 者 証 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 10年 ７ 月 31日 規 則 第 45― ２ 号 ）  

こ の 規 則 は ， 平 成 10年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 18年 ３ 月 24日 規 則 第 12号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 18年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 交 付 さ れ て い る 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 18年 条 例 第 12号 ） に よ る 改 正 前 の 宇 都 宮

市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 第 ５ 条 の 乳 幼 児 等 医 療 費 受 給 資 格 者 証 は ，改 正

後 の 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 第 ５ 条 の こ ど も 医 療 費 受 給 資 格 者

証 と み な す 。  

３  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 又 は ひ と り 親 家 庭 医 療

費 の 助 成 対 象 者 で ， か つ ， ３ 歳 未 満 児 に つ い て は ， 第 ２ 条 の 規 定 に よ り こ

ど も 医 療 費 受 給 資 格 者 証 の 交 付 申 請 書 を 提 出 し た 者 と み な す 。  

附  則 （ 平 成 19年 ３ 月 23日 規 則 第 36号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 19年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 助 成 対 象 者 で あ る も の が 平 成 19年 ４ 月 中 に 改

正 後 の 第 ３ 条 の ４ 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 申 請 し た 場 合 に お け る 宇 都 宮 市 医

療 費 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 19年 条 例 第 57号 ） に よ
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る 改 正 後 の 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に つ い

て は ， 改 正 後 の 第 ３ 条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 同 月 １ 日 以 後 に 受

け る 保 険 給 付 に つ い て 適 用 す る も の と す る 。  

附  則 （ 平 成 20年 ３ 月 31日 規 則 第 33号 ）  

こ の 規 則 は ， 平 成 20年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 20年 ６ 月 30日 規 則 第 40号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 20年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 際 ，改 正 条 例 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 宇 都 宮 市 医 療 費 助

成 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ り 助 成 の 対 象 で あ る こ と と さ れ る ３ 歳 か ら 小

学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 第 ６ 学 年 修 了 前 ま で の 間 に あ る 子 ど も に

係 る 受 給 資 格 者 証 に つ い て は ， 改 正 後 の 第 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 改 正

後 の 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 新 た な こ ど も 医 療 費 受 給 資 格 者 証 を

交 付 す る も の と す る 。  

附  則 （ 平 成 24年 ６ 月 29日 規 則 第 24号 ）  

こ の 規 則 は ， 平 成 24年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 25年 ３ 月 22日 規 則 第 11号 ） 抄  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ， 平 成 25年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 28年 ３ 月 23日 規 則 第 12号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は ，平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。た だ し ，附 則 第 ３ 項 の 規

定 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 受 給 資 格 者 証 の 交 付 の 特 例 ）  

２  宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例（ 平 成 28年 条 例

第 20号 。 以 下 「 改 正 条 例 」 と い う 。 ） に よ る 改 正 後 の 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成

に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 の 規 定 に よ

り 新 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の こ ど も 医 療 費 の 助 成 対 象 者 と な る 者（ こ の 規 則 の

施 行 の 日 前 に 改 正 条 例 に よ る 改 正 前 の 宇 都 宮 市 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例

第 ５ 条 第 １ 項 の こ ど も 医 療 費 の 助 成 対 象 者 で あ っ た 者 で あ っ て ，こ の 規 則

の 施 行 の 日 以 後 に 新 条 例 第 ５ 条 第 １ 項 の こ ど も 医 療 費 の 助 成 対 象 者 と な

る 者 を 含 む 。 ） に つ い て は ， こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 第 ３ 条 及 び 第 ３ 条 の
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３ 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ，新 た な こ ど も 医 療 費 受 給 資 格 者 証 を 交 付 す

る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ る こ ど も 医 療 費 受 給 資 格 者 証 の 交 付 に つ い て 必 要 な 行

為 は ， こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に お い て も ， 同 項 の 規 定 の 例 に よ り す る こ と

が で き る 。  

（ 受 給 資 格 者 証 の 有 効 期 間 の 特 例 ）  

４  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 ３ 条 及 び 第 ３ 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定

に よ り 交 付 さ れ て い る こ ど も 医 療 費 受 給 資 格 者 証 の 有 効 期 限 に つ い て は ，

改 正 前 の 第 ３ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ，平 成 28年 ３ 月 31日 ま で と

す る 。  

 


